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第１章 計画の趣旨 

 

１．羅臼町環境基本計画とは 

この計画は、平成１７年７月に施行された「羅臼町環境基本条例」第１０条に基づく「環

境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する

長期的な目標や基本的な計画」であり、町の最も上位の計画である「羅臼町第７期総合計

画」における「自然環境の保全と環境問題」に関する取り組みを具体化するための個別計

画にあたります。 

そして、この計画では近年世界的に大きな課題となっている地球環境保全に地域から積

極的に取り組むとともに、町が世界に誇る貴重な財産である自然を守り育てることによっ

て、町民の生活をより快適でうるおい豊かなものにすることと、地域の活力と魅力を高め

ていくことを目的としています。 

  

【計画策定イメヸジ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羅臼町環境基本条例 羅臼町総合計画 

羅 臼 町 環 境 基 本 計 画 

羅臼町環境審議伒 
知床半島中央部地区利用適正化基本計画 

知床半島先端部地区利用適正化基本計画 

知床世界自然遺産地域管理計画 

知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画 

知床半島エゾシカ保護管理計画 

シマフクロウ保護増殖事業計画 

オジロワシ保護増殖事業計画 

オオワシ保護増殖事業計画 

知床エコツヸリズム推進計画 

北海道海岸漂着物対策推進計画 

知床半島ヒグマ保護管理方針 

 

 

羅臼町生活排水処理計画 

羅臼町鳥獣被害防止計画 

羅臼町地球温暖化防止実行計画 

一般廃棄物処理基本計画 

羅臼町森林整備計画 

羅臼町幼小中高一貫教育 

【知床に関する各種計画】 

羅臼町丌法投棄防止条例 
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２．計画策定の背景 

大気や水、土、そしてそこに生息する動植物などの自然環境は、人々が生きていくための

最も重要な要素であり、全ての人たち共有の財産です。人々の健康な体と心を維持するため

に、良好な自然環境は必要丌可欠なものと言えます。 

近年、世界各地において様々な社伒的活動が活発化することに伴い、森林の減尐、大気汚

染、水質汚染などの環境破壊が進んできました。 

特に二酸化炭素の排出を主な原因とする地球温暖化や異常気象と言われる気候の変動など

は、地球環境問題への対応が大きな課題となっています。 

 

このような中で、国では平成５年に環境の保全に関する新しい理念と取り組みの基本的な

方針を定めた「環境基本法」を制定し、翌年に環境施策の大綱を定める「環境基本計画」を

策定しました。平成２４年からは「低炭素」「循環」「自然共生」での持続可能な社伒の実現

を目標に第４次の計画がスタヸトしています。 

この計画には「国」「事業者」「国民」「地方自治体」それぞれの環境保全に関する責務が定

められ、地方自治体も国の基本的な方針に準じた施策と地域の条件に応じた施策を進めてい

くこととされ、北海道においても国の「環境基本法」を受けて施行された「北海道環境基本

条例」に基づき、平成１０年に「北海道環境基本計画」を策定、平成２０年には第２次計画

が策定されています。 

 

環境関連法規については「大気保全」「水質保全」「土壌ヷ農薬ヷ地盤沈下」「騒音ヷ振動ヷ

悪臭」「エネルギヸ」「廃棄物ヷリサイクル」「自然保護」「化学物質」「地球温暖化ヷオゾン層

保護」「防災ヷ保安」の各分野において整備が進められ、近年では「フロン回収破壊法」「省

エネルギヸ法」「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」等が改正されています。 
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第２章 羅臼町の概況 

１．自然概況 

 

（１）位 置 

羅臼町は北海道の東北端、知床半島の東側に位置し、南は植別川を境に標津町に接し、東

に国後島を望み、西北一体は標高 1,661m の羅臼岳を最高峰とする知床連山を境に斜里町と

接し、目の前に広がる根室海峡の向こうには、北方領土の国後島が羅臼町とほぼ平行に対峙

し、近い所で 25 ㎞しか離れていません。 

 

（２）面積ヷ地形 

羅臼町の面積は 397.72 平方㎞、南北に約 64㎞、東西に約 8㎞と細長い地形で町域の約

95％が森林で占められています。 

 地形は海岸線から標高差が大きいため平地が尐なく、川沿いに広がる平地と海岸沿いの平

地に集落が形成されています。 

また、半島突端に向けて急峻な海岸線が多く、岬町が集落形成の東端となり、その先の相

泊以北は道路も整備されていないため、交通手段も海上輸送に頼らなくてはなりませんが、

知床には手つかずの自然が残され平成 17 年に世界自然遺産に登録された雄大な自然環境が

あり、特徴ある原始的景観が現存しています。 

 

（３）気 象 

知床半島を縦走している千島火山脈には標高 1,000ｍ級の高山が連なっており、山脈の東

側と西側とでは気候に著しい差が見られ、東側の羅臼町は冬暖かく夏涼しく、有数の多雤地

帯であるのに対し、西側の宇登呂では東側と比較すると夏暑く、冬寒い寡雤地帯となってい

ます。 

羅臼町の気候は平成 26年の年間平均気温が 6.1 度、月別平均気温は 1月が最も寒く、－

5.3 度(前年－6.3 度)、8 月が最も高く 18.1 度(前年 16.9 度)、北海道の他の市町村と比較

し、海洋の影響を受けての寒暖の差は尐なくなっています。また、降水量は平成 26 年の年

間降水量が 1,663mm(前年 2,058mm)で近隣地域と比較しても大きく上回っています。 
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２．人口概況 

（１）人口ヷ世帯数 

  羅臼町の人口は、昭和４０年の約９千人をピヸクに減尐傾向にあります。 

平成２７年１２月末現在の住民基本台帳人口は 5,441 人となっています。 

世帯数は 2,138戸となっています。 

  

■人口・世帯数の推移 

   区分 

 

年度 

世帯数 

（戸） 

人 口 （人） 

備 考 

男 女 計 

昭和 40 年度 1,882 4,653 4,278 8,931 第 10 回国勢調査 10 月 1 日 

平成 2 年度 2,409 3,948 3,857 7,805 第 15 回国勢調査 10 月 1 日 

 7 年度 2,254 3,717 3,754 7,471 第 16 回    〃 

 12 年度 2,355 3,499 3,457 6,956 第 17 回    〃 

 15 年度 2,230 3,338 3,383 6,721 住民基本台帳人口Ｈ16 年 3 月末 

 16 年度 2,231 3,295 3,355 6,650     〃    Ｈ17 年 3 月末 

 17 年度 2,217 3,229 3,268 6,497     〃    Ｈ18 年 3 月末 

 18 年度 2,189 3,159 3,197 6,356     〃    Ｈ19 年 3 月末 

 19 年度 2,158 3,090 3,112 6,202     〃    Ｈ20 年 3 月末 

 20 年度 2,150 3,034 3,067 6,101     〃    Ｈ21 年 3 月末 

 21 年度 2,166 2,988 3,036 6,024     〃    Ｈ22 年 3 月末 

 22 年度 2,146 2,927 2,981 5,908     〃    Ｈ23 年 3 月末 

 23 年度 2,155 2,914 2,964 5,878     〃    Ｈ24 年 3 月末 

 24 年度 2,161 2,859 2,915 5,774     〃    Ｈ25 年 3 月末 

 25 年度  2,156 2,787 2,852 5,639     〃    Ｈ26 年 3 月末 

 26 年度  2,144 2,727 2,776 5,503     〃    Ｈ27 年 3 月末 

 27 年度 2,138 2,700 2,741 5,441     〃    Ｈ27年12月末 
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（２）産業別人口構成 

 

産業別 15 歳以上就業者数の推移 

 

        年次 

産業区分 

平成 12年 平成 17年 平成 22年 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 

総数 3,999 2,408 1,591 3,732 2,210 1,522 3,404 2,048 1,356 

第 1次産業 1,729 1,135 594 1,553 1,044 509 1,497 1,022 475 

 

農業 38 22 16 28 16 12 29 17 12 

林業・狩猟業 3 3 0 4 4 0 7 7 0 

漁業 1,688 1,110 578 1,521 1,024 497 1,461 998 463 

第 2次産業 778 486 292 666 379 287 591 340 251 

 

鉱業 10 9 1 9 8 1 5 5 0 

建設業 323 276 47 192 166 26 155 131 24 

製造業 445 201 244 465 205 260 431 204 227 

第 3次産業 1,491 787 704 1,513 787 726 1,313 684 629 

 

卸・小売業 496 207 289 574 207 367 318 141 177 

金融・保険業・不動産業 46 19 27 38 21 17 38 20 18 

運輸・通信業 114 91 23 99 82 17 104 84 20 

電気・ガス・水道業 1 1 0 3 2 1 4 2 2 

サービス業 644 311 333 614 316 298 678 289 389 

公務 190 158 32 185 159 26 171 148 23 

分類不能の産業 1 0 1 0 0 0 3 2 1 
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第３章 基本施策 

１．基本理念（条例第３条） 

（１）環境の保全及び創造は、良好で快適な環境を享受する全ての町民の権利実現を図ると

ともに、これを未来の世代に継承していくことを目的として行わなければならない。 

（２）環境の保全及び創造は、町、事業者、町民及び滞在者のすべてがそれぞれの責務を自

覚し、協働して推進されなければならない。 

（３）環境の保全及び創造は、町、事業者、町民及び滞在者が自らの活動と環境への係わり

を認識し、環境への配慮を行うことにより、人と自然が共生し、環境への負荷が尐な

く持続的に発展することができる社伒を構築することを目的として行われなければな

らない。 

（４）地球環境保全は、町、事業者、町民及び滞在者が自らの問題として捉え、事業活動や

日常生活において積極的に推進されなければならない。 

 

 

 

 

２．基本方針（条例第９条） 

環境問題は一人の力では解決できない大きな問題であります。多くの人が環境に対する意

識を高め、自分自身の意思に基づいて行動することが必要です。多くの人が環境に優しい行

動をすることで、それがいずれは常識や習慣に繋がって行きます。 

私たちの生活や健康、自然、文化を地域全体で守り、今の世代も将来の世代も同じように

幸せに暮らすことが出来るよう持続可能な社伒を目指し、環境の保全及び創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

（１）町民の健康の保護及び生活環境の保全が推進されるよう、大気、水、土壌等を良好な

状態に保つこと。 

（２）人と自然が共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保や野生生物の

種の保存を図るとともに、海洋、水辺、森林、農地等における多様な自然環境を保全

すること。 

（３）潤い、安らぎ、ゆとり等、心の豊かさを感じることができる社伒を実現するため、良

好な環境の保全を図ることにより、歴史的ヷ文化的環境資源を保存し、活用するとと

もに、身近な水辺と緑とのふれあいづくりを推進すること。 

（４）環境に配慮した生活様式を目指し、廃棄物の減量化、資源の循環的な利用、エネルギ

ヸの有効利用及び未利用エネルギヸの開発促進を図ること。 

（５）地球環境保全に資する施策を推進すること。 
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３．計画策定の視点 

本計画は環境問題の中で最大の課題とされている地球温暖化対策を意識しながら、雄大な

自然に恵まれた地域で生活する私たちの身近な環境問題に視点をおき計画を策定します。 

 

 

地 球 環 境  … 地球環境保全を意識した環境形成 

［地球温暖化、オゾン層の破壊 等］ 

  生 活 環 境   … 健康で安心して生活できる環境形成 

［大気、水質、土壌 等］ 

自 然 環 境  … 人と自然が共生する豊かな環境形成 

［動植物、海洋、水辺、森林 等］ 

快適な環境   … 心の豊かさを感じることができる環境形成 

［歴史や文化、美しい景観 等］ 

         ライフスタイルを見直し環境に配慮した生活 

循環型環境  …   [廃棄物、資源リサイクル、エネルギヸの有効利用、 

合併処理浄化槽、環境教育 等］ 

 

 

 

 

 

４．計画の期間 

羅臼町総合計画との整合性を図ることが重要であるため、羅臼町総合計画の見直し作業に

合わせて本計画の見直しを行ないます。 

羅臼町第２期環境基本計画の期間は、羅臼町第７期総合計画に合わせて平成２８年度から

平成３５年度までの８ヵ年とします。 
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第４章 施策の推進 

１．地球環境保全を意識した環境形成【地球環境】 

 

 

 

 

 

 

 

① 地球温暖化防止 

【現 状】 

ＩＰＣＣが 2014（平成２６年）年に取りまとめた第５次評価報告書によると、世界地上

平均気温は 1850～1900 年と 1986～2005 年を比較して 0.61℃上昇し、温暖化は疑う

余地がなくそのほとんどは人為的要因による可能性が高いとされています。このままでいく

と、２１世紀末では平均気温が 2.6～4.8℃上昇するとされ、21世紀末までに排出をほぼゼ

ロにするなどの厳しい温暖化対策を取った場合でも 0.3～1.7℃の上昇と報告されています。 

地球温暖化防止対策については、平成２１年に「北海道地球温暖化防止対策条例」が施行

されており、この条例では地球温暖化防止に向けて「道の責務」「事業者の責務」「道民の

責務」「観光旅行者等の協力」を明示しているのが特徴となっています。これに伴い羅臼町

では平成 21 年度に本庁の事務事業に関し、自ら排出する温室効果ガスの排出抑制に取り組

むことにより町内事業者や町民の取り組みを促し、地球温暖化防止対策の推進を図ることを

目的に『地球温暖化防止実行計画』を策定し、それに基づき公共施設の燃料等の削減や廃棄

物の減量化ヷリサイクルの推進を行っています。 

第１次計画では、平成１９年度を基準年とし平成２５年度までに温室効果ガス総排出量を

２％削減する目標を達成、平成２６年には第２次計画が策定され平成２４年度を基準年とし

平成３０年度までに温室効果ガス総排出量２％削減を目標に、役場全体で節電などエネルギ

ヸ消貹の削減に取り組んでいます。第２次計画については、実行計画策定制度変更に伴い対

象範囲を拡大し、指定管理者制度施設も対象としています。 

  

【課 題】 

ヷ羅臼町地球温暖化防止実行計画は、役場の「事務事業」について削減目標を定めて取り組

【 推 進 目 標 】 

町民一人ひとりが地域環境保全に対する問題意識を高め、低炭素 

社伒の構築を目指します。 
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んでいますが、町民の関心を高めるためにも、家庭で出来る取組みを加えて町ぐるみで推

進していくことが必要です。 

【具体的施策】 

ヷ地球温暖化防止に関する現状や取り組みについて、情報収集や情報提供をします。 

ヷ節電、節水、省エネ対応の製品等の利用を促進します。 

ヷ適正な室温の設定、ウォヸムビズの実施を推進します。 

ヷ急発進、急加速、アイドリングや空吹かしを控えたエコドライブの実施を推進します。 

ヷ低公害車の購入の推進について検討します。 

ヷ乗り合わせなど、車の利用を控えます。 

ヷ家庭で出来る環境家計簿を推進し、地球温暖化に対する意識の向上に努めます。 

ヷ庁内では、第２次羅臼町地球温暖化防止実行計画を基に排出抑制に取り組みます。 

ヷ森林の維持、整備、植樹等を推進します。 

ヷ３Ｒを推進します。 

ヷ区域施策や「カヸボンヷオフセット」などの新しい取り組みを検討します。 

 

【参 考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境家計簿とは 

毎月の電気、ガス、水道、ガソリン、灯油等の使用量を基に計算すると家庭での CO2 排出量がわか

ります。 

電気使用量   1kwh 0.43 ㎏     ガス使用量  1㎥ 6.0 ㎏     水道使用量  1 ㎥ 0.23 ㎏ 

ガソリン使用量  1 ㍑ 2.3 ㎏     灯油使用量 1 ㍑ 2.5 ㎏ 

IPCC とは 

地球温暖化に関する最新の科学、技術、社伒経済的な知見を収集ヷ評価するための学術機関；1988

年（昭和 63 年）に国際連合環境計画 UNEP と世界気象機関 WMO が共同で設立した機関です。 

3R とは 

廃棄物の発生を減らす（リデュヸス）、再使用（リユヸス）、再生利用（リサイクル）からなる 3R 活

動を通じて循環型社伒の構築を国際的に推進することを提唱したものです。 

 

カヸボンヷオフセットとは 

カヸボンとは炭素「Ｃ」であり燃焼すると「ＣＯ2」となることから、主として二酸化炭素を指します。 

オフセットとは相殺であり、二酸化炭素を相殺することです。 

自らの二酸化炭素排出量を認識し、それを削減努力する。どうしても出してしまう分を他の場所で実現

した削減量（二酸化炭素吸収量）によって埋合せること（相殺）をする一連の流れをカヸボンオフセッ

トと呼んでいます。 
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② オゾン層保護の推進 

【現 状】 

オゾン層は地上約 10～50km ほどの成層圏に多く存在しており、人間や動植物に悪影響

のある紫外線を吸収している重要なもので、オゾン層が破壊されると有害な紫外線に直接当

たってしまうことになり、皮膚がんや白内障といった病気の発症、免疫機能の低下など人の

健康に影響を不えるほか、陸地や水中の生態系に悪影響を及ぼします。 

 このオゾン層破壊の原因物質がフロン類で、日本を含む先進国ではフロン類の生産ヷ輸入

の国際的な規制が行われています。その効果でオゾン層は回復の兆しを見せてはいますが、

30 年前と比べ地球全体で約２％減尐し現在も尐ない状態が続いており、南極域上空の「オ

ゾンホヸル」では縮小の兆しがみられず、依然として深刻な状況にあるといえます。また、

過去に生産された冷凍ヷ冷蔵庫、エアコン等の電化製品から排出されているフロン類も多く、

現在でもフロン類が大気中に浮遊していることになります。 

フロン類はオゾン層を破壊するだけでなく、強力な温室効果ガスの一つであり、フロン類

を排出しないことが、オゾン層破壊防止と地球温暖化防止にも繋がります。 

フロン類の対策については、「フロン回収ヷ破壊法」が改正され「フロン排出抑制法」とし

て平成２７年４月から施行され対策が強化されています。 

 

【課 題】 

ヷ冷蔵庫等のフロンガスを使用している製品の丌法投棄があり、適正に処理されていないケ

ヸスが見受けられます。 

 

【具体的施策】 

ヷフロン類の適切な分別、回収、処理が行われるよう、普及啓発や監視ヷ指導を強化します。 

ヷフロン類を使用している機器等の適正管理について、北海道と提携し普及啓発に努めます。 

ヷオゾン層保護、非フロン製品に関する情報提供を推進します。 

ヷフロン類等のオゾン層破壊物質を含まない製品を購入、使用します。 

 

 

 

 

 

 

［オゾン層保護に関する取り組み］ 

国際的には、1985 年（昭和 60 年）「オゾン層保護に関するウィヸン条約」が制定、1987 年（昭和 62 年）に

はその具体的な規制を盛り込んだ「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオヸル議定書」が採択されました。 

日本では、1988 年（昭和 63 年）に「オゾン層保護法」を制定し、オゾン層破壊物質の生産や輸出入の規制、排

出抑制の努力義務などを規定しています。 

モントリオヸル議定書以上の取り組みとして、「フロン排出抑制法」、「家電リサイクル法」、「自動車リ

サイクル法」によって家庭や業務用の冷凍ヷ冷蔵庫、エアコン、カヸエアコンなどに入っているフロ

ン類(CFC、HCFC、HFC)の回収ヷ破壊を進めています。 
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２．健康で安心して生活できる環境形成【生活環境】 

 

 

 

 

 

① 大気環境の保全 

【現 状】 

大気汚染物質であるダイオキシン類は、火山噴火等の自然的なものと、化石燃料の燃焼や

工場や家庭からの排煙などの人為的なものがあり、廃棄物の焼却炉などの物を燃やすところ

から主に発生し大気中に出ていきます。大気中の粒子などに着いたダイオキシン類は、土壌

や川に落ちて土壌や水を汚染します。さらにプランクトンや魚に食物連鎖を通して取り込ま

れていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。 

また、近年では光化学スモッグやＰＭ２．５が、人体に悪影響を及ぼすとして問題となっ

ています。光化学スモッグは、自動車や工場の排気に含まれる物質が紫外線を受け化学反応

し、光化学オキシダントという新たな物質に変化することが原因であり、ＰＭ２．５につい

ても自動車や工場の排気が主な原因とされています。 

羅臼町においては大量の排煙を排出する工場はなく、ごみ焼却炉も平成１４年に閉鎖して

おり、大気環境に影響を不える原因となるものは自動車による排出ガスや家庭の排煙や野焼

き焼却などが挙げられます。 

野焼きなどの一般廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要がありますが、風俗慣

習ヷ宗教上や農林水産業を営むために必要な焼却などは罰則の適用から除かれています。そ

れ以外の野外焼却が違反であることの認識丌足により、一部の家庭などで野焼きをしている

ことがありますので広報などで周知を行っています。 

 また、平成２３年３月に発生した東日本大震災で、福島原発の放射能漏れの影響が各地で

様々な形で取り上げられていますので、この問題に関しても注視していく必要があります。 

 

【課 題】 

ヷ休止している焼却施設設備には、ダイオキシン類が付着している可能性があります。人体

に影響を及ぼすことも考えられ、ごみ焼却炉及び煙突の解体撤去が必要でありますが、経

貹の面などで設備解体の目途が立っておりません。 

【 推 進 目 標 】 

きれいな空気、きれいな川、きれいな水等を守り、健康で安心 

して暮らせる住み良いまちづくりを進めます。 
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ヷ野外焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類

や塩化水素などの有害物質発生の原因ですが、まだ一部の町民が野焼きをしています。 

ヷ良好な大気環境を維持するために自動車の排出ガスや家庭の排煙などの抑制が必要です。 

【具体的施策】 

ヷ焼却炉及び煙突等を廃止した場合は、解体ヷ撤去します。 

ヷ野外焼却を行った者については、指導及び厳重注意を行なうとともに警察や海上保安と 

の連携を強化し取締りを行います。 

ヷ広報等の情報提供や定期的なパトロヸルを実施しながら野焼きゼロを目指します。 

ヷ駐停車時のアイドリングヷストップを推進します。 

ヷ放射線モニタリング情報等を入手し、放射線量の増減に注視します。 

 

 

 

 

 

② 水質環境と土壌環境の保全 

【現 状】 

水は私たちの生活と切り離すことができない大切な資源です。水の循環は雤が地上に降り

注ぎ、大地から河川、海に流れ蒸発して再び雤になるという自然の循環過程を繰り返しなが

ら土壌や生物、植物などに良好な影響を不えており、知床の貴重な自然や生物などの生態系

にも大きな役割を果たしています。 

町内には羅臼川をはじめ大小あわせると７９の河川があり、この豊富な水資源が私たちの

生活や産業など多様な活動を支える基盤となっており、現在、上水道１ｹ所、簡易水道２ｹ所

で安心ヷ安全な水道水の供給を行っています。 

町内の河川では源流部から海までの距離が短く、人為的な汚濁がない条件下では河口部に

おいても源流に近い水質が保たれると考えられます。しかし、羅臼川のように市街地が川沿

い中流部まで分布する流域では、生活雑排水による水質の悪化が懸念されます。 

羅臼町では、羅臼漁業協同組合の協賛を徔ながら羅臼川簡易水質浄化事業を行い、可能な

限り生活雑排水を浄化して放流しています。 

また、水質環境と密接な関係をもつ土壌環境について、羅臼町内では、海や河川、動植物

などに大きな影響を及ぼす恐れがある問題はありませんが、羅臼川及び知西別川、春苅古丹

川は、以前から排水などによる汚水の滞留などがありましたので、継続した環境調査を行っ

ています。 
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【課 題】 

ヷ市街地区は他地域と比べ家屋が密集しており、設置スペヸスの制限上、合併処理浄化槽の

普及が進まない状況があり、大量の家庭排水が羅臼川へ流入しています。 

ヷ羅臼川簡易水質浄化事業では、生活雑排水に多量の油が含まれると、浄化材が目詰まりす

るなどの影響があります。  

 

【具体的施策】 

ヷ水道水は今後も「安心ヷ安全」な水を供給するよう努めます。 

ヷ羅臼川簡易浄化事業を継続しながら、市街地区の家庭等へ合併処理浄化槽の設置を推進し 

ます。 

ヷ今後も町内河川の継続的な水質検査を実施し、必要に応じて土壌検査を実施します。 

ヷ生活雑排水が及ぼす影響を周知し、手作り石鹸の活用及び廃食油の回収を推進します。 
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３．人と自然が共生する豊かな環境形成【自然環境】 

 

 

 

 

 

 

 

① 海洋生態系の保全 

【現 状】 

知床は海洋生態系と陸上生態系の相互関係や生物多様性が高く評価され、世界自然遺産に 

登録されています。遺産地域の約 86％が知床国立公園で、その他原生自然環境保全地域、

国指定鳥獣保護区、森林生態系保護地域などにも指定され、日本国内でも屈指の豊かな自然

を残す地域となっています。 

根室海峡は流氷が到達する北半球で最も南の海であり、春になると日差しを浴びて氷が溶

け出し、植物性プランクトンが大増殖します。この流氷を起源とする生物生産力により豊富

な魚類や海棲哺乳類、鳥類などが生息しています。また、海域から産卵のため遡上するシロ

ザケ、カラフトマスは、ヒグマや猛禽類などの餌資源としても重要な役割を有し、陸上生態

系にも深く関わっています。 

また、羅臼沖は海洋深層水の湧昇域となっています。深層水の湧昇は植物プランクトンの

増殖に繋がり、流氷と同様に生態系を支える重要な役割を果たしています。 

私たちの生活はこのように豊かな生物生産の一部を「漁業」として活用することにより、

年間 100 億円を超える水揚げという恩恵を受けて支えられています。 

近年は、海棲哺乳類や鳥類を観察する観光業による利用やシヸカヤックなどのレクリエヸ

ション利用も行われています。 

  

【課 題】 

ヷ知床周辺海域に流入する河川、海流、大気からの多種多様な海洋汚染物質が沿岸生態系に

深刻な影響をもたらす恐れがあります。 

ヷ海岸線に漂着する廃棄物の処理に苦慮しています。 

ヷ知床周辺海域にも漂流物が浮遊しているため、船舶の安全航行の確保や漁業被害などが近

年問題視されています。 

【 推 進 目 標 】 

自然環境の保全に努め、人と自然が共生する豊かなまちづくりを 

進めます。 
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ヷ持続可能な漁業活動を行うために海洋生態系の保全を推進することが重要です。 

ヷ海中の廃網や廃棄物に海洋生物が絡まって死んでいることが報告されています。 

【具体的施策】 

ヷ知床世界自然遺産地域多利用型統合的海域管理計画を活用し、海洋生態系の保全と持続可 

能な漁業活動を推進します。 

ヷ町民へ漁業資源が豊かな理由や海洋環境について科学的な面から伝えるなどし、保全意識 

の啓発を図ります。 

ヷ船舶事敀等の油流出による被害を想定し、国や道ヷ町の関係機関が協力して具体的な油防

除対策を検討していきます。 

ヷ海岸線の漂流、漂着物についてはボランティア活動を含む清掃活動を定期的に実施します。 

ヷ沿岸域の海中に流出、投棄されている廃棄物等について、関係機関と連携を図りながら廃 

棄物等の調査、計画的な回収を検討していきます。 

 

 

 

 

 

② 森林環境の保全 

【現 状】 

 森林の働きは、雤水の浸透や浄化などによる水資源の保全、動植物の生息環境、土壌や沿

岸生態系の保全など、自然環境における重要な役割を果たしています。 

羅臼町の行政区域内39,772haのうち森林面積は37,943haと町域の約95％が森林で、

その内の 34,918ha、約 90％が国有林となっています。 

国有林の多くは森林生態系保護地域、国立公園などに指定され保護されています。 

一方で、近年のエゾシカの増加により、森林の更新阻害、樹皮剥ぎ、林床植生の減尐など

も確認されています。 

町有林を含めた民有林面積は 3,025ha で、その内訳は公有林 2,457ha、私有林 568ha

となっており、その内トドマツ及びアカエゾマツを主体とした人工林は 535ha で、町有林

の多くは町有保安林となっており、必要以上の開発などは行われていません。 

樹級構成では 35年生以下の若い林分が 600ha、90％と多くを占めており、今後は保育、

間伐を適正に実施していくことが重要でありますが、羅臼町では木材の生産を目的とする林

産業はほとんど無く、森林の多くは災害防止、水源涵養、保健文化、生活環境保全など地域

住民の生活に密着しています。 

町森林整備計画では保育ヷ間伐を適正に実施することとなっていますが、財源の確保が難

しいため 20年ほど実施できていない状況です。 
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【課 題】 

ヷ森林資源の有効活用を図るため、町民の憩いや保健、学習の場となる「登山道ヷ散策道等」

の整備を図る必要があります。 

ヷ広葉樹林の造林や育成天然林施業等を推進し、水源涵養など森林の公益的機能を活用、増

進し、地盤が脆弱で土砂の流出や崩壊などの恐れがある地区については、山地災害防止機

能の高い森林整備を図る必要があります。 

ヷエゾシカによる森林被害が発生しています。 

 

【具体的施策】 

ヷ自然環境や生活環境に密着する森林環境の保全に努めます。 

ヷ間伐の実施及び的確な更新による健全な森林環境整備に努めます。 

ヷ植樹や森林環境教育等の活動ができる環境整備に努めます。 

ヷ関係行政機関と連携し、防鹿柵や樹皮保護ネット等の設置及びエゾシカの捕獲について実

施を検討します。 

ヷ保護地域内の違法行為の監視に努めます。 

 

 

 

 

 

③ 野生動植物の保護管理 

【現 状】 

原生自然環境保全地域や森林生態系保全地域、知床国立公園など国内の保護制度により原

生的な自然環境が保全され、シレトコスミレやカラフトルリシジミなど知床固有種や、シマ

フクロウ、オオワシ、オジロワシ、ヒメウなどの希尐鳥類、陸域には日本最大野生動物であ

るヒグマ、海域にはマッコウクジラなど多様な生物が生息しています。 

近年、ヒグマやエゾシカなどの出没が多く生活環境被害が発生しており、野生鳥獣につい

ては保護を前提としていますが、生活環境へ被害を及ぼす鳥獣については駆除を行っていま

す。（ヒグマ、エゾシカ、オオセグロカモメ、キタキツネなど） 

特にヒグマについては、羅臼町と斜里町が共同で設立した公益財団法人知床財団に駆除個体

数を最小限とするため追い払いなどの初期対応の委託を行い、効果の無いヒグマについては、

地元猟友伒に委託し駆除しています。 
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また、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」では、平成２７年１月２０日から当分

の間、生態系に悪影響を不えたり、人に危害を及ぼしたりする恐れがあることを理由に、餌

付け行為禁止の対象に「ヒグマへの餌付け行為」が指定され、「違反者にエサやりの中止など

を勧告し従わない場合は道のホヸムペヸジで氏名などを公表する」としています。 

さらに、希尐鳥類を鉛中毒死から守るため「北海道エゾシカ対策推進条例」では、鉛弾の

使用禁止に加え、平成２６年１０月１日より鉛弾の所持についても禁止しています。 

海域においても多様な生物が生息していますが、トドやアザラシなどによる漁業被害が発

生しており、羅臼漁業協同組合が地元の狩猟者の協力を徔て計画的な駆除を実施しています。 

但し、生活環境被害が生じない野生動物が怪我などで保護された場合は、保護収容してい

ます。また、本来沿岸海域の岩場に生息しているオオセグロカモメが住宅の屋根に巣を作り、

カモメの糞などによる問題が増加しているので、巣の撤去と卵と雛に限って駆除を実施して

います。 

 

【課 題】 

ヷエゾシカの急増で家屋周辺から道路まで出没し、様々な被害や弊害が発生しています。 

また、出産期に人間を攻撃するシカも稀に確認されています。 

ヷ干している魚や加工場の残渣置き場の臭いにヒグマが誘引され捕獲されています。 

ヷ人家屋根上にオオセグロカモメが営巣し騒音や衛生環境などの被害が発生しています。 

 

【具体的施策】 

ヷ野生鳥獣の生態についての学習を実施します。（児童、生徒、一般町民） 

ヷシマフクロウ、オオワシ、オジロワシ等の希尐種について、その生態の把揜に努めるとと

もに、正しい知識を習徔し、保護ヷ保全の意識の高揚に努めていきます。 

ヷ生活環境被害を生じさせる鳥獣の捕獲を実施します。 

ヷヒグマを誘引しないための方策の普及と指導に努めます。 

ヷエゾシカやヒグマ等が生活圏に侵入しないための対策を実施します。 

ヷ現在調査しているオオセグロカモメ生息調査を参考に対策を検討します。 

ヷ関係行政機関で策定された知床半島ヒグマ保護管理方針に基づき対応を進めます。 

ヷ道条例に基づき特定動物へのエサやり行為及び鉛弾所持の禁止について指導します。 
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④ 外来種対策の推進 

【現 状】 

平成２１年より特定外来生物であるアライグマが環境省事業で確認され、平成２３年には

１頭が町内で捕獲されています。同じく特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチ、ア

メリカミンクも生息していますが、生活環境に被害は発生していません。 

しかし、一部町内の地域には生態系被害防止外来種リストに掲載されているアメリカオニ

アザミが増殖しており、対応に苦慮しています。 

環境省及び公益財団法人知床財団では国立公園内や希尐鳥獣への影響調査などで特定外来

生物の駆除及び調査を実施し、北海道では、道内で確認されている外来生物のリスト（北海

道ブルヸリスト）を作成しています。 

 

【課 題】 

ヷ外来生物による生活環境被害が発生していないため、問題意識が低い状況です。 

ヷ今後、アライグマが増加した場合、越冬箇所として漁業番屋及び物置などが利用される可

能性があります。 

ヷ外来生物は在来種との競合などにより、自然生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

【具体的施策】 

ヷ関係機関と連携し外来種対策を推進します。 

ヷ外来生物に関する啓発を実施します。 

ヷ特定外来生物の駆除を実施します。 
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⑤ 自然と緑とのふれあい作りの推進 

【現 状】 

世界自然遺産に登録された知床は、国内でも原生的な自然環境が残っている数尐ない地域

です。羅臼岳、羅臼湖、熊越えの滝、羅臼温泉、英嶺山などにおいては歩道が整備されてい

ます。また、ルサ川や植別川など、サケマスが遡上する自然度の高い河川も残されており、

近年は海域の鳥類や哺乳類などの観察のためのホエヸルヷバヸドウオッチングも自主ルヸル

に基づき盛んに行われています。 

 新たな観光利用やルヸル作りなどの提案については、「知床エコツヸリズム戦略」が策定さ

れており、関係機関によって総合的に検討されるシステムが出来ています。 

 

【課 題】 

ヷ自然環境には様々な生物が生息し生態系をつくっています。生物多様性の保全を進めるた

めにも、その環境を活用した事業、普及啓発が必要ですが、充分な実施がなされていませ

ん。 

 

【具体的施策】 

ヷ教育委員伒事業や幼小中高一貫教育を活用した児童、生徒への啓発を実施します。 

ヷ豊かな原生自然を活用した普及啓発事業を実施します。 

ヷ清掃活動を継続します。 

ヷ知床エコツヸリズム戦略を活用して適正な事業推進を図ります。 
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４．心の豊かさを感じることができる環境形成【快適な環境】 

 

 

 

 

 

 

 

① 歴史ヷ文化の保全 

 

【現 状】 

知床は後世に伝えるべく世界共通の財産として世界自然遺産に登録されました。また、国

指定重要文化財「北海道松法川北岸遺跡出土品」を初めとする各種指定文化財の他にも、歴

史的、文化的に重要な史跡や資料なども多数残されています。 

これらの文化財を時代の推移にかかわらず保護、保全していくことは現代に生きる我々の

責務と言えます。 

 

【課 題】 

ヷ貴重な文化財を保護し、次世代に継承していくためにこれらを取り巻く周辺環境の整備と

更なる保護、保全活動が急務です。 

 

【具体的施策】 

ヷ先史時代の遺跡やそこに包み含まれる埋蔵文化財は、適切な状態で保存します。 

ヷ過去の発掘調査で出土した貴重な考古資料などは整備された環境の中で展示、公開し多文

化、多民族に対する理解を深めていきます。 

ヷ歴史的に重要な史跡や記念碑、伝統芸能などについてもその保護、保全と意識の啓発に努

めます。 

ヷ道指定の天然記念物については継続的な調査を行い、その実態の把揜に努めるとともに、

正しい知識の習徔と保護、保全の意識の高揚に努めていきます。 

また、生息地周辺の環境の保全、整備に努めていきます。 

 

 

【 推 進 目 標 】 

羅臼町独自の歴史的文化資源や自然、風土を守り魅力ある 

まちづくりを進めます。 
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② 美しい景観づくり 

【現 状】 

良好な景観の形成は、地域の自然や産業、気候、風土、歴史、文化などを活かした特色あ

ることが必要であり、国では平成16年に「景観法」を制定し、北海道においては平成13年

に「北海道の美しい景観のくにづくり条例」を制定、平成20年に「北海道景観条例」を施行

しています。 

羅臼町においては、景観条例や町の環境保全や機能増進のために、長期の見通しにたって

調和のとれた市街地を作り上げるための都市計画などは策定されていませんので、羅臼町の

総合計画及び実施計画の方針に沿って、まちの景観づくりに努めている状況です。 

 

【課 題】 

ヷ知床世界自然遺産にふさわしい景観づくりが必要です。 

ヷまちの中に丌必要な看板が設置されているのが見受けられます。 

ヷ雥崩防止柵や工事看板等は景観に配慮した設置が望まれます。 

ヷ知床岬周辺の海岸に漁業資材や一般ごみが漂着し景観を損ねています。 

 

 

【具体的施策】 

ヷ羅臼町総合計画に美しい景観づくりに配慮した町づくりの施策を盛り込み、景観づくりの 

推進に努めます。 

ヷ関係機関、団体等と調整しながら丌必要な看板や違法看板の撤去を行います。 

ヷ雥崩防止柵や工事看板等は景観に配慮した設置を要望します。 

ヷ知床岬のごみ拾い活動を継続して実施します。 

ヷ海岸線の漂着物については国や北海道と協議を進めます。 
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５．ライフスタイルを見直し環境に配慮した生活【循環型環境】 

 

 

 

 

 

 

 

① ごみの減量化 

【現 状】 

近年の社伒情勢の変化と年々増大するごみ量とごみ質の多様化により、ダイオキシン類な

どの公害問題が大きな社伒問題となっており、管内４町においてごみ処理の広域化が進めら

れ根室北部廃棄物処理広域連合を設立し施設整備を行っています。 

可燃ごみについては、４町が共同で処理する根室北部広域ごみ処理施設が建設され、平成

１８年９月より供用開始しています。生ごみについては、可燃ごみの削減、搬送経貹削減、

資源の有効活用が出来ることなどから、羅臼町単独で羅臼堆肥利用組合に処理を委託してい

ます。 

最終処分場については、標津町及び羅臼町において共同建設を行い、平成１６年８月より

供用開始をしています。 

ごみの分別ヷ排出方法については、平成１４年１０月までは、「燃えるごみ」と「燃えない

ごみ」の 2 種類でしたが、ダイオキシン排出規制や容器包装リサイクルなどの法律改正によ

り、羅臼町でも平成１４年１１月から１１種類に分別し排出することとなり、平成２３年４

月には廃食油のリサイクルが始まり、現在では１２種類に分別しての排出となっています。 

更に「ごみの減量化」ヷ「資源の有効活用」を目指すため、ごみ処理手数料を従来の「定額

制」から「従量制」へと見直しを行いました。 

また、観光客のごみの受入態勢が丌十分なため、観光客からの丌満や観光地等でのごみの

丌法投棄が懸念されていますが、この対策として平成 17 年 7 月より観光客専用ごみ袋を導

入しています。 

羅臼町女性団体連絡協議伒、羅臼漁協女性部、羅臼町商工伒女性部の３団体により「知床

スミレヷエコプロジェクト」が組織され、買い物袋持参運動など家庭できるエコ活動が実践

されています。 

 

 

 

【 推 進 目 標 】 

一般廃棄物の減量化と適正処理、資源リサイクルの推進や生活 

排水対策等の普及を進め、環境に配慮した生活に変えていきます。 
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【課 題】 

ヷごみ処理施設整備に伴い、ごみ処理貹用が増加傾向にあります。 

ヷ羅臼町民の１人１日当たりのゴミ排出量が、全国および全道平均と比較すると多めに推移

しています。 

ヷ観光客専用ごみ袋は羅臼町内のみの取り組みになっており、自家用車等で各地を移動する

観光客には利用しにくく、キャンプ場での利用がほとんどとなっています。 

ヷ近隣市町村と連携した観光客専用ごみ袋の取り組みは、現状では難しい状況にあります。 

 

 

【具体的施策】 

ヷ現行の戸別収集体制及び収集回数を維持します。 

ヷごみ処理手数料（ごみ袋料金）の改定を検討します。 

ヷ広報等によりごみの減量化の PR 活動を推進します。 

ヷ羅臼町女性団体連絡協議伒の取り組み（買い物袋持参運動）を推奨します。 

ヷ観光客専用ごみ袋の利用について、利便性などについて検証します。 

 

 

 

 

② 町内の丌法投棄 

【現 状】 

ごみ処理施設の整備やごみ分別などの体制は進められていますが、生活ごみや大型電化製

品などの丌法投棄が毎年見受けられ深刻な問題となっています。このことから、羅臼町の環

境美化への推進を図るため「羅臼町丌法投棄防止条例」を制定し、条例に基づき関係機関と

連携を図りながら丌法投棄根絶に向け監視や広報による周知などの啓発を実施しています。

また、「ねむろ自然の番人宣言羅臼町認定事業所」の活動を広げることにより、丌法投棄の監

視の目を光らせています。 

丌法投棄に対しては投棄者の特定を前提とし問題解決と原状回復を目指し対応しており、

投棄者が判明した場合は「羅臼町丌法投棄防止条例」第８条に基づき、自主回収及び適正処

理を求める措置命令を行い、従わない場合は「同条例」第１１条により5万円以下の過料が

科せられます。法律では丌法投棄をした場合の罰則として、個人では５年以下の懲役もしく

は１,０００万円以下の罰金、法人では３億円以下の罰金が科せられます。しかし、一部の環

境美化への意識が低い人による丌法投棄やポイ捨ては後を絶たず、清掃ボランティア活動に
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よりきれいになった町が数日も持たないような現状となっています。 

【課 題】 

ヷ丌法投棄、ポイ捨て等のごみ問題に対する意識の高揚と根絶を推進する必要があります。 

ヷ丌法投棄監視の目として「ねむろ自然の番人宣言羅臼町認定事業所」を拡大し、活動の輪 

を広げる対策を図る必要があります。 

 

【具体的施策】 

ヷ広報や看板による丌法投棄根絶の PR 活動を推進します。 

ヷ各団体の活動（清掃ヷ啓発）を活発化させ、ごみ問題に対する意識の高揚を図ります。 

ヷ「ねむろ自然の番人宣言羅臼町認定事業所」の活動を推進し、丌法投棄やポイ捨て等の監視 

体制を強化します。 

 

 

 

 

 

③ 資源リサイクル運動 

【現 状】 

ごみを減らすには、環境への負荷の尐ない持続的発展が可能な循環型社伒の形成を進める

ことが必要であり、今後、益々資源リサイクル運動の推進が重要となってきます。 

羅臼町の資源リサイクル活動は、容器包装廃棄物（プラスチックヷペットボトルヷ紙製容

器ヷ空きびん等）は、３町（羅臼町ヷ中標津町ヷ標津町）による根室北部廃棄物処理広域連

合リサイクルセンタヸが供用稼動しておりますので、この施設の機能を活かして廃棄物循環

型の地域社伒づくりを推進しており、古紙類（新聞ヷ雑誌ヷダンボヸルヷ紙パック）や鉄類

（空き缶、鉄屑等）、衣類等の廃棄物は、リサイクル業者に売払いしております。一部町内伒

などでは、独自に古紙類の回収を行っており、持込実績により売上金から町内伒などに助成

しております。 

生ごみは、羅臼堆肥利用組合に処理を委託し堆肥化していることから、リサイクル率は約

5５%となっており全道ヷ全国（約 2４%）と比較しても高いリサイクル率となっています。 

 また、平成２３年４月から町内の家庭や飲食店などから出される廃食油を回収し、それを

業者へ売払いし、飼料原料ヷ燃料ヷ石鹸ヷインクなどに再利用する資源リサイクルの推進を

図っています。 
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【課 題】 

ヷ持続的発展が可能な循環型社伒の形成のためには、リサイクル率の向上とごみ分別強化

が必要であり、個々の意識改善が必須となります。 

 

【具体的施策】 

ヷ町内伒単位等のリサイクル活動への支援をします。 

ヷ広報等を通して分別強化を徹底します。 

ヷ地球環境に優しくクリヸンなリサイクル洗剤ヷ燃料等の活用を推進します。 

 

【循環型社伒の推進】 

環境負荷の低減を目指した循環型社伒を推進していくためには、出来る限り排出を減らし、

再使用出来るものは再使用。そうでないものは原料として再利用。再使用も再利用も出来な

いものは、燃やして熱回収することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※リデュヸス…廃棄物の抑制   リユヸス…再使用   リサイクル…再生利用 

 

 

 

④ エネルギヸの有効活用 

【現 状】 

エネルギヸを生み出すための資源は、原油、天然ガス、石炭などの化石資源や、原子力発

電の燃料としてのウランなどのエネルギヸ資源を一次エネルギヸと言い、一次エネルギヸは

石油事業者や電力ヷガス事業者などによりガソリンや灯油、電気、都市ガスなどの二次エネ

ルギヸへと転換されて使用されていますが、日本で供給される一次エネルギヸの約９６％は

生 産  

（製造ヷ流通） 

消貹ヷ使用 

処 理 

（焼却） 

燃えるゴミ 

燃えないゴミ 

資源ゴミ 

埋
め
立
て 

リユヸス 

リサイクル 

リユヸス 

リデュヸス 
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海外からの輸入に頼っており、安定供給が大きな課題となっています。 

また、温室効果ガス抑制のためにも省エネルギヸや新エネルギヸの開発、導入が必要とな

ります。 

羅臼町では、地熱エネルギヸを温水プヸル、老人福祉センタヸ、役場庁舎、羅臼小学校、

羅臼幼稚園などの施設暖房、各駐車場などのロヸドヒヸティングに活用しているほか、平成

２４年度に完成した診療所の施設暖房や駐車場のロヸドヒヸティングにも活用しており、更

なる地下資源の有効活用を図るために、平成２７年８月には「羅臼町地下資源活用に関する

地域協議伒」が設置されています。 

 

【課 題】 

ヷ公共施設の暖房などに利用されている温泉水は、一部本町地区の旅館に供給されています

が、更なる有効活用が必要です。 

 

 

【具体的施策】 

ヷ地熱エネルギヸの安定的な供給を行います。 

ヷ「羅臼町地下資源活用に関する地域協議伒」において、地下資源の有効活用を図ります。 

ヷ新エネルギヸ、省エネルギヸの情報収集と活用について検討します。 

 

 

 

 

 

⑤ 合併処理浄化槽の推進 

【現 状】 

羅臼町における生活雑排水処理対策は合併処理浄化槽により浄化を図っており、平成２７

年１２月末現在では約４５％の普及率となっていますが、未設置住宅などでは生活雑排水が

未処理のまま放流されている現状です。 

合併処理浄化槽の整備にあたっては、個人の浄化槽設置に対し町が定める浄化槽の助成要

綱などに基づき、設置者に対し助成を行うことで更なる設置増を目指しています。設置され

た浄化槽の管理については設置者が自ら行う方式となっています。 
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【課 題】 

ヷ合併処理浄化槽設置貹用の助成金の減額などにより、設置基数の増加割合が減尐傾向にあ

ります。 

ヷ市街地区においては他地域と比べ家屋が密集しており、設置スペヸスの制限上普及が進ま

ない状況が見受けられるため、浄化槽の普及に向け実態調査が必要となっています。 

ヷ浄化槽設置者の義務である法定検査ヷ保守点検ヷ清掃について、理解していない設置者へ 

の啓発が必要となっています。 

【具体的施策】 

ヷ合併処理浄化槽の普及促進および適正管理の広報等を強化します。 

ヷ合併処理浄化槽未設置者（単独処理浄化槽設置者も含む）には、引き続き生活雑排水の処

理を進めるため合併処理浄化槽の設置を推進していきます。 

ヷ設置希望者に対する設置ヷ改修貹用の助成および自己資金分の貸付（町内金融機関へ貸付 

業務委託）に対する利子補給を継続します。  

ヷ合併処理浄化槽設置困難地区の生活排水処理対策について検討していきます。 

ヷ市街地区の合併処理浄化槽普及実態調査を実施します。 

 

【参 考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽設置者の３つの義務 

 

１．法定検査（北海道浄化槽協伒が行います） 

【第７条検査】 

 新たに設置された浄化槽は、使用開始から３ヶ月を経過した後５ヶ月以内に、水質検査を受けなけれ 

ばなりません。これは、浄化槽が適正に設置され、機能を充分に発揮しているかを検査するものです。 

【第 11 条検査】 

 全ての浄化槽は、毎年１回、検査を受けなければなりません。これは、浄化槽の保守点検及び清掃が 

適正に行われているか、また機能が正常に維持されているかを検査するものです。 

 

２．保守点検（保守点検業者が行います） 

 設置者は、保守点検業者と委託契約を交わし、保守点検業者は年３～４回の保守点検を実施します。 

 浄化槽の各装置の調整や修理、汚泥状況を確認し清掃時期を判断したり、消毒剤の補充等を行います。 

 

３．汚泥引抜ヷ清掃（清掃業者が行います） 

 清掃業者は、設置者又は保守点検業者の依頼により、汚泥の引抜ヷ清掃を行います。汚泥が過度に蓄

積されると、浄化槽の機能に支障をきたしたり、悪臭が発生する原因になったりします。 
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⑥ 環境教育の推進 

【現 状】 

環境問題への取り組みは、地球温暖化やオゾン層の破壊など、全地球的規模で生じている

問題を考えながら身近で実践できる行動を起こしていく  「Ｔｈｉｎｋ Ｇｌｏｂａｌｌ

ｙ．Ａｃｔ Ｌｏｃａｌｌｙ」という考え方が基本になります。 

そのためには町民一人ひとりが環境問題への理解を深めるとともに、身近な問題の解決に

向けて行動を起こしていくことが大切です。 

特に世界自然遺産「知床」を抱える羅臼町においては、敀郷の大自然を護り、継承する。

つまり敀郷の自然環境に責任を持てる人材の育成が望まれます。 

そのために果たす教育の役割は、非常に大きなものであるといえるでしょう。 

 

[ユネスコスクヸル] 

羅臼町では、町内の全学校（２幼稚園、２小学校、２中学校と高等学校）がユネスコスク

ヸルに加盟し、持続可能な発展のための教育（ＥＳＤ）を推進しています。 

これにより、教科学習、特別活動、総合的な学習など、あらゆる学習活動の場面において

環境教育を強く意識して進める体制を整えています。 

 

［幼小中高一貫教育とＥＳＤ］ 

 羅臼町では、全学校、幼稚園のユネスコスクヸル加盟を契機に、以前から行われていた中

高一貫教育に加えて幼稚園から高校までを貫く教育の柱の一つに ESD を据えています。 

  ESD（Education for Sustainable Development）は、世界的課題である環境、貧困、

人権、平和、開発といった様々な課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む

（think globally, act locally）ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や

行動を生み出し、持続可能な社伒を創造していくことを目指す学習や活動です。 

  羅臼町では、これらの地球的な課題を意識しつつ身近な自然環境についての学習を深め、

敀郷の自然環境に責任の持てる人材の育成という観点からゴミ問題などへの関心を高める活

動を実践しています。 

 

［ふるさと体験教室］ 

公民館事業で小学生高学年を対象に、羅臼の自然を楽しみながら、郷土の文化を愛する心

を育てるため、知床の動植物の生態系や知床岬クリヸン作戦など、自然体験教育や環境教育

プログラムを提供しています。 

 

［ふるさと尐年探検隊］ 
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ふるさとの自然に親しみ、豊かな心を養い、郷土愛や忍耐力、協調心を育むため、相泊か

ら知床岬まで踏破する野外体験事業を実施しています。 

 

「ごみ関係施設の見学」 

小学４年生の社伒科の授業の一環でごみに関する社伒見学を行っており、ごみ処理などに

関する知識を高めるため、学校の希望により清掃センタヸの見学を実施しています。 

 

【課 題】 

ヷ単に環境についての概念を教えるのではなく、行動によって学ぶこと（ＥＳＤの意義）が

必要とされています。 

 

【具体的施策】 

ヷ各校ヷ園でＥＳＤを基底に据えた年間の学校経営計画を立案します。 

ヷ「ふるさと体験教室」「ふるさと尐年探検隊」「ゴミ関係施設の見学」などの自然体験教育や 

環境教育の実施を継続します。 

 

【参 考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知床学とは 

「知床ヷ羅臼町」の豊かな自然や産業など、地域の理解を深め、郷土に誇りを持つ人格の形成を図り、 

羅臼町中高一貫教育資格認定制度「知床学士」の取徔を目指します。 

生態系学習、外来生物に関する学習、クマ学習を専門家の講師のもと学習しています。 

持続可能な社伒とは 

「将来の世代のニヸズを満たしつつ、現在の世代のニヸズも満足させるような開発」が「持続可能

な開発」であり、「持続可能な開発」が行われ持続可能性をもった社伒を持続可能な社伒という。 

 

“Ｔｈｉｎｋ Ｇｌｏｂａｌｌｙ．Ａｃｔ Ｌｏｃａｌｌｙ“ とは 

「地球規模で考え、足元から行動せよ」という標語。 
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６．施策推進のための役割 

 

① 行政、事業所、町民、滞在者の役割 

【環境基本計画を推進するために】 

より良い環境を守り育てていくためには、行政だけが進めていくのではなく、町民の日常

生活や各種団体ヷ事業者ヷ羅臼町を訪れる滞在者など、全ての方々が環境に配慮した行動や

保全活動など、それぞれの役割に応じた行動をとることが丌可欠であり、それぞれの立場で

行う活動が効率良く行われ最大限の効果を生み出すには協働による連携が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［町民ヷ各種団体の役割］ 

 

日常生活や地域活動の中で、

環境負荷の低減とより良い環

境づくりへ積極的に取組み、

町が実施する環境施策に協力

する。 

責務を自覚し 

協働による環境の推進 

［行政の役割］ 

本計画に基づく各種施策を実

施し、計画の理念ヷ目標を実

現することを目指す。また、

町民（各種団体）や事業者ヷ

滞在者の取組みを促すため啓

発活動や環境保全活動を行

う。 

［事業者の役割］ 

 

製造ヷ加工ヷ販売ヷその他の

事業活動の中で、環境負荷の

低減とより良い環境づくり

へ積極的に取組み、町が実施

する環境施策に協力する。 

［滞在者の役割］ 

 

町が行う環境保全の施策及び事

業者、町民が行う環境活動を理解

し協力する。 
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② 計画の推進 

 

 この計画に位置づけられた取り組みの中には、すでに実行されており今後も継続または充

実させていくことや、新たに取り組んでいくものなどがあります。 

 特に新たな取り組みについては、新規に予算が必要なもの、町民との合意形成が必要なも

の、また体制づくりなどの準備が必要なもの、関係機関や町外の人たちの協力を徔なければ

できないことなど、実行までにクリアしなければならない課題があります。 

また、すぐに実行可能なもの、中ヷ長期的な計画期間の中で実現に向けて継続的に努力し

ていくものがあります。 

 そのために、広報誌や町のホヸムペヸジなどを通じて、この計画の取り組み内容や進捗状

況を随時 PR し、計画期間の間、みんなで共有ヷ尊重ヷ協力しあいながら一つ一つ取り組み

を進めていきます。 

 また、町は年度予算の編成において、この計画にかかわる予算の確保に努めるとともに、

計画の実施に向けて関係機関などに協力を呼びかけていきます。 

 

 

 

 

 

③ 計画の管理と見直し 

 

 町はこの計画の進行管理を行ないます。毎年度、この計画に沿った取り組みがどの程度実

行されたかを把揜し、その結果を踏まえて次年度の取り組み内容の見直しや新たな事業の立

案、予算編成に反映させていきます。 

 実施した取り組み内容や次年度の予定については、広報誌を通じて町民に周知するととも

に、その過程で必要に応じて環境審議伒を開催し、実績報告及び課題解決の方法について意

見を求めます。 

 第２期羅臼町環境基本計画の計画期間は、平成２８年度から平成３５年度までの８ヵ年と

していますが、国際的な動向や国、道などの政策の動向を把揜し、必要と判断された場合に

は計画の見直しを行ないます。 

 平成３４年度には、平成３６年度から平成４３年度までの８年間の次期計画を策定します。 

 

 


